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意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５ 自動販売機及び自動サービス機 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５ 全 自動販売機及び自動サービス機 

Ｈ５－０２Ｂ 一 整理券発行機 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   

   
 

定義 

カード，貨幣等を介して，一般の人が利用する自動商品販売機及び省力化のための機器を分類する。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

自動精算機、高速道路料金自動システム送受信機→Ｈ６－２０ 

情報自動販売機→Ｈ７－７２ 

自動販売機用錠→Ｍ３－２２６ 

 

Ｊ０ Ｊ１～Ｊ７に属さないその他の一般機械器具 

Ｊ１ 計量器，測定機械器具及び測量機械器具 

Ｊ２ 時計 

Ｊ３ 光学機械器具 

Ｊ４ 事務用機械器具 

Ｊ６ 保安機械器具等 

Ｊ７ 医療機械器具 
 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－００ その他の自動販売機及び自動サービス機 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－０ 一 その他の自動販売機及び自動サービス機 

Ｈ５－０ 一 整理券発行機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７２０～７２３ 表示機付き電子計算機等 

Ｈ２－２１２０ 充電器 

Ｈ２－２１２０Ｂ 床置型 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ３－３７９ ごみ箱及びごみ袋物品及び付属品 

Ｋ０－５３ 空き缶つぶし器 

Ｋ０－５９ 廃棄物処理機械等部品及び付属品 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７２０ 情報自動販売機 
７ 

この分類に含まれる物品 

   
 

定義 

１．不特多数の人間が利用し、カード、貨幣を介して商品を供給し、または便宜を図る省力化のための機器で

あって、以下の分類に含まれないもの。ただしコインロッカーやコインランドリー用洗濯機等のように他の分類お

よび関連する分類があるものはＪ５には分類しない。 
 

２．一般の人が、対価を払って物品の購入をしたり、サービスを受けるための機器を分類する。ただし、購入

する人、サービスを受ける人が直接使用する機器であって、店員、駅員等がお客のために使用するものは

含まない。 

 

登録 1165797 Ｊ５－０ 

自動空缶回収機 
登録 975967 Ｊ５－０ 

ビデオテープ自動貸出販売機 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 
 
◆ 空き飲料容器等の回収機については、以下のように分類することとする。 

① 空き飲料容器等を回収し、容器の代金（金銭に準ずるものを含む）を返却する機能を有する空き飲料

容器等回収機及びそれらの部品はＪ５－００に分類。（下図※３、４参照） 
② 空き飲料容器等を圧縮、破砕する機能を有する空き飲料容器等回収機はＫ０－５３、それらの部品は

Ｋ０－５９に分類。 
       ※ ただし、上記①、②両方の機能がある場合は①を優先してＪ５－００に分類する。（下図※５参照） 

③ 空き飲料容器等を回収するのみで、上記①、②の機能を持たない空き飲料容器等回収箱はＣ３－３７

００に、それらの部品はＣ３－３７９に分類。（下図※６参照） 
       ※ 屋根等を有する大型の空き飲料容器等回収箱もＣ３－３７００に分類。 

※ 一度回収された空き飲料容器等を二次的に集積する目的のごみ集積箱等はＬ３－１０１に分類。 

  

 ※３                    ※５                   ※６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ※４ 
 

◆ Ｈとの切り分け 

Ｊ５に分類されない自動販売機、自動サービス機はＨに分類する。 

・ 自動契約機はＨ７－７２０～７２３に分類する。 

・ 銀行、駐車場等で使われる番号札の発券機はＪ４－０に分類する。 

・ ただし、写真撮影自動販売機はＪ５－０２に分類する。 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 
 

 

過去に分類した物品の名称 

自動空き缶回収機   

 

J5-00 登録 01165797 
自動空缶回収機 

     

Ｋ0-53 登録 00941367 
空き缶回収機 

     

Ｃ3-3700 登録 01165802 
廃棄物回収用箱 

    

J5-00 登録 01165797  ハウジングを備えた回収装置組立体 
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意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－０１ 一組の販売用機器セット（２以上の

自動販売機から構成されるもの） 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－１００ 一 自動販売機 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｊ５－１０００～１０００ＡＣ 自動販売機 

Ｊ５－１０２０ 券自動販売機 

Ｊ５－１０２１ 乗車券自動販売機 

Ｊ５－１１０～１１０Ａ 飲料自動販売機 

Ｊ５－１２０～１２０Ａ 容器入り飲料自動販売機 

Ｊ５－１３０～１３０Ａ たばこ自動販売機 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

一組の販売用機器セット   

   
 

定義 

一組の販売用機器セットのうち、２以上の自動販売機から構成されるものを分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

一組の販売用機器セットのうち、自動販売機と他の販売用機器から構成されるものは、構成物品のうちい

ずれか代表的な方が属する意匠分類に分類し、D ターム VZQ を付与する。 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

この分類は組物の意匠分類であり、D ターム VZQ を付与する。 

 

 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－０２ 写真自動作成販売機 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－０ 一 その他の自動販売機及び自動サービス機 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

証明写真自動作成販売機 写真シール自動作成販売機  

   
 

定義 

写真の撮影からプリントまでを自動的に行う機器であって、一般の人がお金を投入することにより、機器を

操作して、自分で自分を撮影し、その場で写真の提供を受けることが出来る機器。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

シール自動販売機 合成写真撮影用ブース 自己写真撮影ボックス 

写真撮影ブース付きプリント

自動販売機 

  

 

シール自動販売機 
登録 1152078 

 

 

シール自動販売機 
登録 1166003 

Ｊ5-01 

 

シール自動作成販売機 
登録 1164715 

Ｊ5-01 
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意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－１０００ 自動販売機 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－１００ 一 自動販売機 

Ｊ５－１００Ａ 全 自動販売機（壁取り付け型及び卓上型） 

Ｊ５－１００Ｂ 全 自動販売機（床置直方体標準型） 

Ｊ５－１００Ｃ 全 自動販売機（商品陳列型） 

Ｊ５－１００ＣＡ 全 自動販売機（冷蔵用ショーケース型） 

Ｊ５－１００Ｄ 全 自動販売機（床置横長大型） 

Ｊ５―１０１ 全 電気、ガス等特殊商品自動販売機 

Ｊ５－１０３ 全 おみくじ自動販売機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ６－６１０ 飲料供給機 

Ｈ２－２１２０ 充電器 

Ｃ６－６０ 食品供給器 

Ｈ２－２１２０Ｂ 床置型 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

雑誌自動販売機、 冷凍食品自動販売機 容器入り菓子自動販売機 

コンパクトディスク自動販売機 キャンディ自動販売機  
 

定義 

金銭の投入と引き換えに有形の商品が取り出せる省力機械。 

 
ポケットベル自動販売機 

登録 1022650 

 

自動販売機 

登録 1164905 

 
 

容器入り菓子自動販売機 

登録 1133828 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

飲料自動供給機のうち貨幣投入口のないものは、この分類に含まない。Ｃ６－６１０に分類する。 

電気自動車のバッテリーに充電するための充電機のうちユーザーが自ら操作して対価分だけ充電できるス

タンド型の電気自動販売機、からのバッテリーを返却して充電されたバッテリーを購入するバッテリー自動

販売機は、この分類に含まない。Ｈ２－２１２０に分類する。 

 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

自動販売機であって以下の分類に含まれないものを分類する。 

 

過去に分類した物品の名称 

おみくじ自動販売機 洗浄水自動販売機 新聞自動販売機 

手提げ袋自動販売機 冷菓自動販売機 ガス器具用プリペイドカードコントローラ 

コンパクトディスク自動販売機   

 

Ｃ６－６１０ 

1033848 号 

壁面取り付け型飲料用 

ディスペンサー 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｊ５－１０００ ＡＡ 壁取付け型及び卓上型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－１００Ａ 全 自動販売機（壁取付け型及び卓上型） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

直接床に置かないで使用されるもの。（通常商品取り出し口の位置が本体の下端部に位置している場合が

多い。） 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

ＡＡ、ＡＢ、ＡＣの優先順位は、ＡＡ、ＡＣ、ＡＢの順とする。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には   

          を付与する。 

ＡＢ 床置直方体標準型 

ＡＣ 商品陳列型 

  
 

過去に分類した物品の名称 

商品自動販売機   

   

 

商品自動販売機 
登録 1078569-001 

 

 
 

商品自動販売機 
卓上 

登録 1064505 

 
 

商品自動販売機 
壁取付 

登録 1064524-001 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｊ５－１０００ ＡＢ 床置直方体標準型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－１００Ｂ 全 自動販売機（床置直方体標準型） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

基本形状が直方体で直接床に置かれる形状のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

本体が直方体であっても脚部が顕著なものは含まない。 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

ＡＡ、ＡＢ、ＡＣの優先順位は、ＡＡ、ＡＣ、ＡＢの順とする。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 壁取付け型及び卓上型 

ＡＣ 商品陳列型 

  
 

過去に分類した物品の名称 

商品自動販売機   

   

 

商品自動販売機 
登録 1116963 

 

 
 

自動販売機 
登録 1149690 

 

 

商品自動販売機 
登録 1151935 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｊ５－１０００ ＡＣ 商品陳列型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－１００Ｃ 全 自動販売機（商品陳列型） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

見本ではなく売られる商品そのものが見える状態にあるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

ＡＡ、ＡＢ、ＡＣの優先順位は、ＡＡ、ＡＣ、ＡＢの順とする。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には  

          を付与する。 

ＡＡ 壁取付け型及び卓上型 

ＡＢ 床置直方体標準型 

  
 

過去に分類した物品の名称 

商品自動販売機   

   

 

商品自動販売機 
登録 1101152 

 

商品自動販売機 
登録 1118861 

 

 

自動販売機 
登録 1149824 
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意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－１０２０ 券自動販売機 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－１０２０ 全 券自動販売機 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７２１Ｆ 表示機付き電子計算機等 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

食券自動販売機 切手自動販売機  

   
 

定義 

金銭の投入と引き換えに各種の券が取り出せる省力機。 

 

券の性格が商品か否かは原則として問わない。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

硬貨投入口のないいわゆる整理券発行機は除く。（Ｊ４－０） 

乗車券自動販売機は除く。（Ｊ５－１０２１） 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

券発行機であっても一般の人ではなく店員等が操作するものは、Ｈ７－７２１に分類する。 
 

過去に分類した物品の名称 

公衆電話機用カード自動販売機 飲食代金精算機 カード自動販売機 

   

 

カード自動販売機 
登録 1148262 

 

 

カード販売機 
登録 1149817 

 

 

飲食代金精算機 
登録 1166625 
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意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－１０２１ 乗車券自動販売機 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－１０２１ 全 乗車券自動販売機 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７２１～７２２ 定期券発行機、乗車券発行機 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

乗車券自動販売機 入場券自動販売機  
 

定義 

金銭の投入と引換えに乗車券が提供される省力機。 

 

 

 
 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

整理券発行機は含まない。Ｊ４－００に分類する。 
 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

乗車券販売機であっても駅員が操作するものはＨ７－７２１に分類する。 

乗車券販売機の発券機であっても、購買者等の操作端末からは筺体が独立しており、主たる機能がプリン

ターと同等であると見なせるものは、Ｈ７－５２（プリンター）に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      登録１１４７４９０号 

                                                                           乗車券発行機 

 

 

 
 

過去に分類した物品の名称 

定期乗車券自動発行機   

   

 

乗車券自動販売機 
登録 1052518 

 

自動販売機 
登録 1121987 

 

 
 

乗車券自動販売機 
登録 1148618 

 

 
 

乗車券用自動販売機 
登録 1165036 

 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－１１０ 飲料自動販売機 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－１１ 全 飲料自動販売機 

Ｊ５－１１Ａ 全 飲料自動販売機（卓上型） 

Ｊ５－１１Ｂ 全 飲料自動販売機（床置直方体標準型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ６－６１０ 飲料供給機  

Ｃ６－６０ 食品供給機 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

飲料自動販売機 コーヒー自動販売機  

   
 

定義 

ジュース等が紙コップ等に注がれる方式の自動販売機。 

取り出し口の高さと形状に特徴有り。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

飲料自動販売機のうち貨幣投入口のないものは、Ｃ６－６１０、Ｃ６－６０に分類する。 

飲料自動販売機（Ｊ５－１１０）と容器入り飲料自動販売機（Ｊ５－１２０）が一体のものは、分類の上位である

Ｊ５－１１０に分類する。 
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

飲料自動販売機 

登録 1064758 

 

飲料自動販売機 

登録 1064759 

 

飲料自動販売機 

登録 1166909 

Ｊ5-110 

 
 

飲料自動販売機 

登録 1066530 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｊ５－１１０ Ａ 床置直方体標準型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－１１Ｂ 全 飲料自動販売機（床置直方体標準型） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

基本形状が直方体で直接床におかれるもの。本体が直方体であっても脚部が顕著なものは含まない。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

商品自動販売機 
登録 1136305 

J5-110A 

 

飲料自動販売機 
登録 1149451 

J5-110A 

 

飲料自動販売機 
登録 1149670 

 J5-110A 
 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－１２０ 容器入り飲料自動販売機 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－１２ 全 容器入り飲料自動販売機 

Ｊ５－１２Ａ 全 容器入り飲料自動販売機（卓上型） 

Ｊ５－１２Ｂ 全 容器入り飲料自動販売機（床置直方体標準型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

容器入り飲料自動販売機   

   

   

   
 

定義 

カン、ビン、紙パック入りの飲料を売るための自動販売機。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

飲料自動販売機   

   

 

容器入り飲料自動販売機 
登録 1052945 

 

 

容器入り飲料自動販売機 
登録 1118862 

 

容器入り飲料自動販売機 
登録 1149276 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｊ５－１２０ Ａ 床置直方体標準型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－１２Ｂ 全 容器入り飲料自動販売機（床置直方体標準型） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

カン、ビン、紙パック入りの飲料を売るための自動販売機。 

基本形状が直方体で直接床に置かれる形状のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

本体が直方体であっても脚部が顕著なものは含まない。 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

飲料自動販売機   

   

 

容器入り飲料自動販売

機 
登録 1148743 

 

飲料自動販売機 
登録 1152361 

 

飲料自動販売機 
登録 1166512 

 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－１３０ たばこ自動販売機 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－１３ 全 たばこ自動販売機 

Ｊ５－１３Ａ 全 たばこ自動販売機（卓上型） 

Ｊ５―１３Ｂ 全 たばこ自動販売機（床置直方体標準型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

たばこ自動販売機   

   
 

定義 

たばこの自動販売機。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

たばこ自動販売機 
登録 646579 

 

          

たばこ自動販売機 
登録 895324-001 

          

たばこ自動販売機 
登録 895382 

            



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｊ５－１３０ Ａ 床置直方体標準型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５―１３Ｂ 全 たばこ自動販売機（床置直方体標準型） 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

たばこの自動販売機。 

基本形状が直方体で直接床に置かれる形状のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

本体が直方体であっても脚部が顕著なものは含まない。 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

たばこ自動販売機 
登録 1102008 

 

 

たばこ自動販売機 
登録 1102008 

                

               

たばこ自動販売機 
登録 1152871 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－１９ 自動販売機部品及び付属品 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－１９ 全 自動販売機部品及び付属品 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ１－５４００Ａ 押しボタンスイッチ 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

自動販売機用屋根   

   
 

定義 

自動商品販売機専用の部品付属品雑。 

硬貨投入口（Ｊ５－９０）、自動販売機用貨幣計数機（Ｊ５－９１）、自動販売機用貨幣判別機（Ｊ５－９１）を除

く。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

自動販売機用錠→Ｍ３－２２６ 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

自動販売機用押しボタンスイッチはボタンが１個のものは含まない。Ｈ１－５４００Ａに分類する。 

自動販売機用の商品見本用ダミー缶は広告器ではなくＪ５－１９に分類する。 

自動販売機用の錠は含まない。Ｍ３－２２６、自動販売機用錠に分類する。 
 

過去に分類した物品の名称 

自動販売機用押しボタンスイッチ 自動販売機用飲料ディスペンサノズル 自動販売機用ブース 

自動販売機用商品見本体 自動販売機用商品見本保持具  

 

自動販売機用 
商品見本保持具 
登録 1153572 

 

飲料自動販売機用 
商品取り出し口 
登録 1149303 

 

自動販売機用 
商品選択押しボタン 

スイッチ 
登録 1149296 

 
 

 

自動販売機用表示器付商

品見本展示台 
登録 1163685 

 

 
 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－２０ 自動貸出し機 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※   分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－２０ 全 自動貸出し機 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号   分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号   分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

靴自動貸出し機 傘自動貸出し機  

   

   
 

定義 

金銭の投入と引き換えに物品を貸出す省力機。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

物品自動貸出機   

   

 

登録１００７５４４号 
携帯電話自動貸出機 
Ｊ５－２０ 

登録９８１２４７‐００２号 
物品自動貸出機 
Ｊ５－２０ 

登録１０４１７４３号 
自動物品貸出機 Ｊ５－２０ 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－２１ パチンコ玉自動貸出し機 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－２１ 全 パチンコ玉自動貸出し機等 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

パチンコ玉自動貸出し機 ゲーム用メダル貸出し機  

   

   
 

定義 

金銭の投入と引き換えに、パチンコ玉あるいはゲーム用メダルを貸し出す省力機。 

例外として店員が操作する玉貸機も含む。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

パチンコ玉計数器はＪ１－０００に分類する。 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１０５４９２９号 
カード式パチンコ玉投出機 
Ｊ５―２１ 

登録１１１７００７号 
パチンコ玉自動貸出機 
Ｊ５－２１ 

登録１１５０３９０号 
プリペイドカード処理機 
Ｊ５－２１ 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－２９ 自動貸出し機部品及び付属品 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－２９ 全 自動貸出し機部品及び付属品 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

パチンコ玉自動貸出し機前面パネル   

   
 

定義 

自動貸出機の部品及び付属品。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録８５８６１２号 
パチンコ用使用済みプリペイド

カード収集器 Ｊ５－２９ 
 

登録９０１１５６‐００１号 
硬貨・紙幣挿入口および表示

ランプ付幕板 Ｊ５－２９ 
 

登録１１０１０４３号 
遊技媒体貸出し機搬出ｼｭｰﾄ 
Ｊ５－２９ 
 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－３０ 貨幣サービス機器 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－３０ 全 貨幣サービス機器 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７２０～７２２ 表示機付き電子計算機等 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   
 

定義 

貨幣、カードを投入することにより、両替、精算、現金預入支払い等の便宜を図る省力化のための機器。 

以下の分類に含まれないもの。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

金銭に関するサービスについての、無人化、省力化のための機器で、料金を支払う時、金銭を受け取る時

等金銭のやりとりの時点で使用される機器。 

サービスの内容が情報提供のもの、複数の機能があるものは含まない。（Ｈ７－７代へ）ただしガソリン料金

の精算機、駐車料金の精算機のように、料金計算のために必要な流量の計量、時間の計測等の機能、病

院用料金支払機のように料金計算が主目的で予約機能のあるもの程度は、複数機能とはせずにＪ５－３代

に含む。 
 

過去に分類した物品の名称 

郵便振替自動受付機 複写機用料金管理機 車両用料金箱 

業務用カラオケ装置の料金格納機 有料道路の料金収受機 コピー機用の料金箱 

バスの運賃箱 駐車料金支払機 病院用料金自動支払機 

 

登録１０６７０２９号 
業務用カラオケ装置の 
      料金格納機 

登録１０５５０６２号 
郵便振替自動受付機 

登録１１３５４０８号 
車輌用料金箱 

登録１１７０６５６号 
複写機用料金管理機 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－３１ 両替機 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－３１ 全 両替機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

両替機   

   
 

定義 

硬貨、紙幣を硬貨・紙幣に替えるための機械。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

遊技場用コイン両替機（Ｊ５－２１）を除く。 

ゲーム用メダル貸出機（Ｊ５－２１）を除く。 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項などど） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

紙幣両替機 貨幣両替機  

   

 

登録１１１８７９１号 
貨幣両替機 

登録１１３３２３３号 
紙幣両替機 

登録１１４８７１９号 
台間両替機 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－３２０ 自動精算機 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－３２ 一 自動精算機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７２０～７２２ 表示機付き電子計算機等 

Ｈ６－４３ 無線通信機用送受信機 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

自動精算機   

   
 

定義 

乗車券等のデータを読み取ることによって利用者に料金を表示し納入させるための機械。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

精算機は、①すでに金銭を払ってある場合、プリペイドカードを買ってある場合、に実際にかかった料金と

払った金銭との差額を精算する場合②すでに受けたサービスに対して対価を支払う場合があり、ゲーム機

用精算機、バス料金精算機等はプリペイドカードで支払う場合は精算機Ｊ５－３２０に分類し、現金で支払う

場合はＪ５－３０に分類する。 

ＥＴＣ、車載用自動料金精算機はＨ６－２０に分類する。 

駐車時精算機（Ｊ５－３２０）ただしパーキングメーター（Ｊ１－０００）は除く。 

 

過去に分類した物品の名称 

乗車券精算機 駐車料金精算機 ガソリン代金自動精算機 

バス料金精算機   

 

登録１１５２０８１号 

自動精算機 
登録１１６４１３８号 

ガソリン代金 

   自動精算機 

登録１１６５５６７号 

料金自動 

   収受機 

登録１１６３５９１号 

駐車料金 

  精算機 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－３３ 現金自動預入支払機 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－３３ 全 現金自動預入支払機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７２０ 表示機付き電子計算機等 

Ｈ７－７２１ 表示機付き電子計算機等（床置型） 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

現金自動預入機 現金自動支払機  

   
 

定義 

銀行等でキャッシュカードにより現金を預入、支払を行う機械。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

現金自動預入支払機   

   

 

登録１１０８８９４号 
現金自動預入支払機 
Ｊ５－３３ 

登録１１１９０７８号 
現金自動預入支払機 
Ｊ５－３３ 

登録１１１７０１９号 
現金自動預入支払機 
Ｊ５－３３ 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－３９ 貨幣サービス機器部品及び付属品 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－３９ 全 貨幣サービス機器部品及び付属品 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   
 

定義 

貨幣に関するサービス機器の部品・付属品全般。 

部品としての計数機、判別機を除く、Ｊ５－９１に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

現金預入支払機用ブース 現金自動支払機用補強具  

   

 

登録９１６５０５号 
Ｊ５－３９ 
現金自動支払機 
     用補強具 

登録９００３２３号  Ｊ５－３９ 
現金自動支払機用操作機 

登録９１５６９６‐００１号 Ｊ５－３９ 
紙幣搬送用ガイドバー 

登録１００３７７０号  Ｊ５－３９ 
現金自動支払機用紙幣搬送方向   

                切替機 

登録１１１６９９９号  Ｊ５－３９ 
現金自動預入支払機用ブース 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－４０ 自動改札機 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－４０ 全 自動改札機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

自動改札機   

   
 

定義 

切符、定期券等によって改札口のゲートの開閉を行う機械。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

改札口の通路を通過するタイプ、改札機の前を通りぬけるタイプの自動改札機を分類する。 

カードの認証のみの機器はＨに分類する。 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

スキー場用自動改札機   

   

 

登録１１６５３１１号 
Ｊ５－４０ 
自動改札機 

登録１１６３４５７号 
Ｊ５－４０ 
自動改札機 

登録１１６３４５８号 
Ｊ５－４０ 
自動改札機 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－４９ 自動改札機部品及び付属品 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－４９ 全 自動改札機部品及び付属品 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   
 

定義 

自動改札機の部品・付属品全般。 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           登録１１６３４４６号             登録９７２５２２号       登録１０５４０４０号 

                                  自動改札機用乗車券読取機      自動改札機用乗車券読取機   無線式自動改札機     

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

自動改札機用乗車券読取機   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－９００ 自動販売機及び自動サービス機部品及び付属品 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－９０ 一 自動販売機及び自動サービス機部品及び付属品 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   
 

定義 

２種類以上の小分類グループのサービス機器に用いられる部品・付属品。 

以下に分類されるものを除く 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

自動販売機用錠はＭ３－２２６に分類する。 

 

過去に分類した物品の名称 

遊技島用紙幣類搬送機 釣り銭払い出し用のコインホッパー 自動販売機の据え付け用ブロック 

   

 

登録１０６５８４４号 Ｊ５－９００ 
自動販売機の扉用 
           錠保護カバー 

登録１０８７５８４号 Ｊ５－９０ 
釣り銭払い出し用の 
          コインホッパー 

登録１１６６０５２号 Ｊ５－９００ 
自動販売機等の 
        据付け用ブロック 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ５－９１ 自動販売機及び自動サービス機用貨幣判別機及び自動販売機

及び自動サービス機用貨幣計数機 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－９１ 全 自動販売機及び自動サービス機用貨幣判別機及び自動販売機及び自動

サービス機用貨幣計数機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

この分類に含まれる物品 

自動販売機用貨幣判別機 自動販売機用貨幣計数機  

   
 

定義 

部品としての貨幣計数機・貨幣判別機。 

完成品の貨幣計数機・貨幣判別機はＪ４－４１に分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 
 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

娯楽機用貨幣判別機はＪ５－９１に分類する。 

貨幣判別機から機械体を外した正面パネルのみのものについては、当面Ｊ５－９１に分類する。 
 

過去に分類した物品の名称 

アイシーカードリーダーライター付き紙幣処理機   

   

 

登録１１０９５０６号 Ｊ５－９１ 
コインセレクタ 
 

登録１１５０５２４号 Ｊ５－９１ 
自動販売機用 
  硬貨選別機 

登録１１７４９５８号 Ｊ５－９１ 
アイシーカードリーダライタ 
付紙幣処理機 

 




